
                                                       令和５年８月１日現在 

区分 会員数  平均年齢 

                                                                          男 149 人  ７3.9 歳 

                                      女   55 人  ７7.2 歳 

                                      計 204 人  ７4.8 歳 
 

シルバー人材センターでは、７月を「安全・適正就業強化月間」と定め、安全・適正就業について、全ての会員、役職員が、個人そして組織

全体の問題として捉え、事故の撲滅と受注及び就業形態の適正化を図り、「安全・安心」なシルバー事業の展開を図ることとされていました。 

しかしながら、鹿島市シルバー人材センターにおいては、梅雨の天候不良でなかなか就業ができない状況から、急激な猛暑となった影響も

あり、体が暑さに慣れていないことなどから、就業中に熱中症により体調を崩す会員さんなどが発生しました。 

会員の皆さまにおかれましては、これからさらに猛暑が厳しくなります。体調管理にご留意いただき、安全・安心な就業に心がけていただ

きますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 安全就業促進大会に参加しました。 
 

日 時 ： ７月 7 日（金）                              

場 所 ： 佐賀市 アバンセ 大ホール 

       

※鹿島からの出席 理事長以下 １８名 

 

安全就業スローガン表彰では、徳永信行会員のスローガンが見事、 

優秀賞を獲得されました。 

 

令和５年度・６年度「安全就業スローガン入賞作品」 

 

〇最優秀賞（１点） 

  「安全は 心の余裕と 自覚から」 
    （公社）武雄市シルバー人材センター 山口 峯志郎 

 

〇優秀賞（３点） 

  「これくらい 軽い気持ちが 重い事故」 

（公社）鹿島市シルバー人材センター 徳永 信行  ほか２点 

 

安全就業促進大会 資料より 
〇安全就業宣言 
  私たちシルバー人材センター会員は、「自主・自立」「共働・共助」 

の基本理念のもと、無事故を目指し、安全就業について宣言します。 

 

一、 安全保護具をきちんと着用し、安全に作業することに努めます。 

 

一、 就業途上では交通ルールを守り、交通事故には十分注意します。 

 

一、 健康には常に気を配り、無理のない就業に努めます。 

 

令和５年７月７日 

 

公益社団法人 佐賀県シルバー人材センター連合会 

安全就業促進大会 

 

〇安全就業対策は、家を出る前からはじまっています。 

お出かけ前自己チェック 
 

  □朝起きた時の体調は良好であるか 

 

  □就業の場所と時間は確認してあるか 

 

  □作業内容は確認してあるか 

 

  □会員証など携行品は準備できているか

 

  □仕事内容にあわせた服装・資機材は準備できているか 

 

  □家族に作業現場を伝えてあるか 

 

  □忘れ物がないか確認をしたか 

 

※日頃から健康管理に努め、無理をしたりあわてたりすると事故の発生率が 

高くなることを認識し、余裕をもって家を出るよう心掛けてください。 

（公社）鹿島市シルバー人材センター 0954(63)0970 
 

事務局だより  令和５年８月号  



 事故の発生状況について。  
 

 令和５年度（８月１日現在）の事故の発生状況について報告します。 

これまで、傷害事故３件、賠償事故１件が発生しています。 
 

事故の内容 発生日 性別 年齢 仕事の内容 事故状況 

傷 害 

入院５３日 

通院中 

R5.5.17 女 79 
陸上競技場周辺 

草取 

草取作業中、石につまづき、植木にぶ

つかった。後日、痛みが強くなり救急車

で病院へ行った。診断の結果、胸骨椎

圧迫骨折と診断を受けた。 

（胸骨椎圧迫骨折） 

傷 害 

入院６日 

通院１日 

R5.7.15 男 71 みかん畑草刈 

午前中のみかん畑の草刈作業が終わ

り、昼食を食べに自分の車で帰ってい

る途中、脱輪し、車の状況確認中に、

意識がなくなり倒れた。救急要請の連

絡により、織田病院へ搬送され、熱中

症と診断を受けた。 

（熱中症） 

傷 害 

通院２日 
R5.7.26 男 76 木の伐採 

ゆずの木の伐採中、蜂に２か所刺され

た 

（蜂刺され） 

賠償 R5.7.20 男 70 果樹園草刈 

草刈（機械）作業中、草が伸びていたの

で、植木があるとは分からず、誤って柿

の木１本を切った。 

（植木損壊） 

（※シルバー保険適用、センター加入の自動車保険適用分のみ記載） 
 

★就業中に事故が発生したら、直ぐに事務局へご連絡ください★ 
 

シルバー保険が下記の場合に適用されます。 

・傷害保険～会員本人が身体に傷害を受けた場合 

  熱中症も補償の対象となります。 
 

・賠償責任保険～会員が就業中に他人の身体、財物に損害を与えた 

 場合 

 

  注）シルバー保険は、交通事故（物損・人身）は対象となりません。 

    就業中は又は就業途上において、自動車やバイク・自転車などを起因と 

   した賠償事故が発生した場合は、自動車などの自賠責保険や任意保険 

  が優先されるため、ご自身が加入している自動車などの保険で対応して 

ください。 

 

 緊急連絡体制を整備しました。  
 

土日や祝日また夜など事務所が開いていない時間に緊急でセンターに連絡が必要な場合は、 

下記の携帯番号に連絡ください。事務局の職員が携帯し、連絡がとれるようにしています。 
                

携帯電話番号 

080-4279-0970 

080-3223-0971  お願い 緊急に連絡が必要な場合に限り利用してください。 

 

 受講生募集！  

 
※受講を希望される方は、８月３１日（木）までに          ※受講を希望される方は、９月５日（火）までに  

事務局 土井まで                         事務局 土井まで 


